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日 時：  平成１７年５月１１日 (水曜日)  午後１時３０分から 

 

会 場：  釧路市観光国際交流センター 2 階視聴覚室



新市建設構想小委員会 第１回会議次第 
 

 
１ 開  会 

 

 

 

２ 委員の紹介 

 

 

 

３ 委員長及び副委員長の選任について 

 

 

 

４ 協議事項 

  

 （１）市章の選定について 

 

 

 

５ 第２回新市建設構想小委員会の開催日時について 

 

 

 

６ その他 

 

 

 

７ 閉  会 
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３ 新市建設構想小委員会委員長及び副委員長の選任について 
 

 新市建設構想小委員会委員長及び副委員長の選任は、釧路市・阿寒町・音別町合併協議

会小委員会設置規程第４条第２項の規定に基づき、委員の互選によって定める。 

 

 

委 員 長                       

 

副 委 員 長                       

 

 

新市建設構想小委員会(１１名) 

釧路市副市長 折 原  勝

阿寒町助役 本 吉 俊 久２号委員 

音別町助役 近  藤  登 司 雄

釧路市議長 宮   下   健   吉

阿寒町議長 山 﨑 征 勝３･４号委員 

音別町議長 筥  嵜  昌  晴

釧路市委員 近  藤  信  治

阿寒町委員 角 田  精５号委員 

音別町委員 川  村  利  明

釧路公立大学 岡 田  浩

共通委員 

北海道釧路支庁 駒 込 政 彦

 

釧路市・阿寒町・音別町合併協議会小委員会設置規程

（抜粋）

（組織） 
第４条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもっ

て組織する。 
２ 委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選によ

る。 
（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、会務を掌理し､小委員会の会議（以

下「会議」という。）の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 会議は、委員長が招集する。 
２ 会議は、小委員会の委員の過半数の者が出席しなけ

れば開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求めるこ

とができる。 
４ 会議は、公開するものとする。 
（会議運営規程の準用） 
第７条 釧路市・阿寒町・音別町合併協議会会議運営規

程第６条から第１３条までの規定は､この規程におい

て準用する。 
（報告） 

第８条 委員長は､小委員会の調査及び審議の経過及び

結果について、協議会の会議に報告しなければならな

い。 

（庶務） 
第９条 小委員会の庶務は､協議会の事務局において処

理する。 



2 

４ 協議事項 

 
（１） 市章の選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

市章の選定方法を次のとおりとする。 

 

 

 

（案１）新市の名称と同じ、現在の釧路市の市章を新市の市章として用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案２）新たに制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併協定書（抜粋） 

22 慣行・顕彰の取扱い 

３市町のすべての宣言を継承するが、同種の宣言文は合併時までに調整する。

また、合併時までに市章を、合併後 1 年程度で市民憲章、市歌、市の花・木・

鳥等を定める。 
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＜参考資料＞ 

3 市町の市町章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第２回新市建設構想小委員会の開催日程について 

 

１ 次回の新市建設構想小委員会は、平成１７年  月  日 （  ）を予定。 

釧路市 阿寒町 音別町 

 

 
 

 
≪市章の由来≫ 

外側の星は北極星を、内側の円はクシロ

を意味する腕輪を表し、北海道を象徴す

る北極星に囲まれ、釧路市が栄えること

を祈って作られています。 

 
 

≪町章の由来≫ 

阿寒のア、カ、ンを組み合わせ図案化し、

輪（円形）と翼を形どったもの。輪は、

町民の融和と団結を表現、翼は、将来の

発展雄飛を表徴しています。 

 

 
 

 

≪町章の由来≫ 

オ・ンの２文字を組み合わせたもので、
町の 3 大産業鉱業(COAL)の C を円に蔵
し、オとンを以て林業を木で現し、円内
は大地で農業を意味します。 
オの一部とンの円形にして円満なる町民
親和を、中心は鋭く天を射して限りなく
前進する町勢の発展と末広がりを表現し
ています。 

（大正９年制定） （昭和 27 年制定） （昭和 40 年制定）


